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【45 体育館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『体育館』は、地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、各自が自主的にその適正及び健康状態に応じてスポーツをすることができ、地域住民の健康増進へ寄与する

ことを目的とした、今治市営体育館条例において設置された施設です。 

「今治市スポーツ施設整備計画」を策定しており、この計画に沿った施設整備を行っていきます。 

特に伯方地域では、小学校廃校後の体育館が各地区に残っており、「伯方北浦体育館」及び「伯方有津体育館」については、老朽化し、利用も低調なことから、その機能を近隣の体育

館に集約し廃止を検討すべきです。また、「玉川鈍川体育館」、「上浦瀬戸崎体育館」及び「大三島体育館」についても、利用実態、維持管理経費等を考慮し、近隣の体育館に集約し、廃

止を検討すべきです。よって、総合評価結果は「Ｅ」評価となっています。 

 

評価の概要 


